
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

申請書及び資料の提出
における留意事項

令和8年3月17日
東北地方整備局

港湾空港部品質確保室



賃上げ表明書の適用期間について

今年度の契約案件で賃上げ加点を受けるための賃上げ期間 (※詳しくは次ページ参照)

事業年度単位で賃上げ表明をする場合
（令和8年4月～令和9年3月契約案件は以下の期間）
・賃上げ期間は、「令和8年4月から令和9年3月の期間」に開始した1年間

暦年単位で賃上げ表明をする場合
（令和8年4月～令和8年12月契約案件は以下の期間）
・賃上げ期間は、令和8年1月～令和8年12月
（令和9年1月～令和9年3月契約案件は以下の期間）
・賃上げ期間は、令和9年1月～令和9年12月

賃上げ期間は契約年もしくは契約年度で切り替わることにご注意ください
令和7年以前が賃上げ期間の開始時期となる表明書は加点対象となりません。

▼入札説明書記載例

【参考】賃上げ制度そのものについての詳細は、「賃上げ 国土交通省」で検索したページも参照できます。
URL:https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html １

各工事の入札説明書の

マーカー部分を必ず確認ください
対象期間の誤認により加点を受けら
れないケースがあります。

【年度での表明の事例】
×：令和7年度(令和8年1月～令和8年12月)
〇：令和8年度(令和9年3月～令和10年2月)
【暦年での表明の事例】
×：令和7年(令和7年1月～令和7年12月)
〇：令和8年(令和8年1月～令和8年12月)



賃上げ表明書の評価（加点）を実施する適用期間について

R8.10月 R9.9月

事
業
年
度
単
位
の
場
合

R8.4月 R9.3月

R9.3月 R10.2月

契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度における前年度比での賃上げを表明した場合が加点対象※

暦
年
単
位
の
場
合

R9.10月 R10.9月
R9.4月 R10.3月

R10.3月 R11.2月

R8.1月 R8.12月

R9.1月 R9.12月

契約を行う予定の年（暦年）における前年比での賃上げを表明した場合が加点対象

賃上げ表明が加点評価となる
事業年度の期間の例
（事業者により事業年度の
期間（決算時期）が異なる）

前年度比での賃上げを表明する
対象となる事業年度の期間

前年比での賃上げを表明する対
象となる暦年の期間

契約予定日がR8.4～R9.3月にある場合は
以下のような期間の事業年度における
賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR9.4～R10.3月にある場合は
以下のような期間の事業年度における
賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR8.4～12月にある場合は
令和8年における賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR9.1～12月にある場合は
令和9年における賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日の範囲
（R8.4～R9.3月）

契約予定日の範囲
（R9.4～R10.3月）

契約予定日の範囲
（R8.1～12月）

契約予定日の範囲
（R9.1～12月）

賃上げ表明が加点評価となる
事業年度の期間の例
（事業者により事業年度の
期間（決算時期）が異なる）

賃上げ表明が加点評価となる
暦年の期間

賃上げ表明が加点評価となる
暦年の期間

別添

２



中小企業等の賃上げ表明をする際の必要書類について

【参考】賃上げ制度そのものについての詳細は、「賃上げ 国土交通省」で検索したページも参照できます。
URL:https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html

中小企業が賃上げ加点を受ける際には、別記様式２８も合わせて添付ください。
※別記様式２８（法人税申告書別表１）の添付がないと加点されません

▼入札説明書記載例

▼別記様式２８（法人税申告書別表１）別記様式２８（法人税申告書別表１）は賃上げ増加率が1.5%
である「中小企業」であることを証明するものとなります。

３



作業船保有評価の考え方について（その１）

『新造』の評価を受けるためには、「平成22年7月以降に新造」したことに加えて、「環境性能の基
準」を満足することが必要です。
※「環境性能の基準」を満足することを確認するためには、「国際大気汚染防止原動機証書」の写しも
添付ください。添付がない場合、『新造』ではなく『保有形態』での加点となります。

「環境性能の基準を満足」す
ることが証明されないと、受け
られる加点が少なくなります。

４



作業船保有評価の考え方について（その２）

作業船保有評価の申請にあたっては、入札説明書等を確認のうえ必要な書類を添付ください。
記載内容の誤認、添付書類の不足により加点を受けられないケースがあります

提出書類配点
( )は技術
提案S型

評価基準評価
項目

【自社保有】
・保有状況を証明する資料「登記簿」

・子会社が保有又は子会社と共有している場合、親会社が子会社の
株式を保有しているしていることを確認できる資料「株主名簿記載事
項証明書」

【共同保有】
・保有比率を証明する資料「登記簿」
・保険支払比率が確認できる資料「海上保険証券」
・上記以外の確認できる資料や補足資料の追加も可能です

2.0
(1.0)

自社保有（※1）
共同保有（※2）（保有比率又は保険支払比率50％以上）

①保有形態

1.0
(0.5)

共同保有（※2）（保有比率又は保険支払比率20％以上
50%未満）

0.5
(0.25)共同保有（※2）（保有比率又は保険支払比率20%未満）

・作業船を自ら新造したことを証明する資料
・建造年月日が確認できる資料
・全ての原動機の「国際大気汚染防止原動機証書」の写し
・作業船の新造への出資比率や建造後の期間を確認する資料「売買
契約書の写し」等
・上記以外の確認できる資料や補足資料の追加も可能です

3.0
(1.5)

自社保有（※1）
共同保有（※2）（申請者の出資比率50％以上）

②新造
（平成22年7
月以降に建造
かつ環境性能
を有す）

1.5
(0.75)共同保有（※2）（申請者の出資比率20％以上50%未満）

0.5
(0.25)共同保有（※2）（申請者の出資比率20%未満）

・全ての原動機の「国際大気汚染防止原動機証書」の写し

・作業船の建造時に設置された原動機を撤去し代替として設置された
原動機及び中古船の買収の出資比率や製造後の期間を確認する資
料「売買契約書の写し」等
・上記以外の確認できる資料や補足資料の追加も可能です

2.0
(1.0)

自社保有（※1）
共同保有（※2）（申請者の出資比率50％以上）

③環境性能

1.0
(0.5)共同保有（※2）（申請者の出資比率20％以上50%未満）

0.5
(0.25)共同保有（※2）（申請者の出資比率20%未満）

※3

※3

※3

※1 自社保有：「100%自社保有」、「親会社が50%以上の株式を保有している子会社100%保有の船舶」、「親会社と共有で100%保有している船舶」
「申請者が最終的に保有する保有する前提で、申請者が建造費を含めたリース料を払いつつ、自社保有船舶と同等の維持・仕様を行う(ファイナンス
リース)船舶」

※2 共同保有：新造・改良・機能の追加のために必要な経費を複数の者で負担している船舶。ただし、②新造、③環境性能の評価は船舶財産を共同保有
することを前提。

※3平成22年改正前の「窒素参加物の放出量に係る放出基準」を満足する場合は、右記配点の50% ５



技術提案の「新技術の活用」の活用数について

▼入札説明書別添資料（例：WTO案件）

▼別記様式9-1-2（例：WTO案件）

「新技術の活用」は工夫の数と同数を評価します
（2工夫の場合は2技術、4工夫の場合は4技術）
必ずしも各工夫に１つの新技術でなくともかまいません。
・例えば、「工夫（１）は新技術ゼロ、工夫（２）は新技術2技術」の場合でも、2技術として加点します。
また、記載する新技術については別添資料の１１）８.に記載の事項に留意いただくとと
もに、様式の「技術提案の内容・効果・実施方法」にも活用されていることがわかるよう記
載ください。

６


